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２００８年４月から２年間、北洋銀行と「北海道における国際取引推進の研究」と題する共同研究

をする機会を与えられました。研究の対象となった国際取引案件から得られた、国際取引成功の

ヒントをご紹介したいと思います。

信用状決済条件で海外から商品を輸入したいのですが、商品が契約条件を満たしているこ

とを確認するために、日本での「検査合格証明書」を信用状のネゴ書類（支払いを得るため

の書類。詳しくは後述）にしようと考えています。アドバイスをお願いします。

この方法が輸入取引のリスクに対応する方策として、効果があるかどうかを検討するに際し

て、研究チームは次のことに検討の的を絞りました。

☆ 輸入者は何を求めているのだろうか？

☆ 輸入者の望んでいることは実現可能なことだろうか？

☆ もしそうでなければ、当事者双方に受入れられる解決策は何だろうか？

１．輸入者の心配

本件では、輸入者が「商品が契約通りのものであるかどうかを確かめるまでは、代金を払いた

くない」と考えていることが分かります。相手方である輸出者が契約通りの商品を、間違いなく

積んでくれることが、輸入者にとっては最大の関心事です。信用状（英語では“letter of credit”

といい、しばしば“L/C”と略称されます）は輸出者（売主）が、所定の書類を銀行に呈示すれ

ば、これを発行した銀行が輸入者（買主）に代って、契約代金を払ってくれるという仕組ですか

ら、所定の書類の１つに「検査合格証明書」を加えることは、考え方としては正しいものと言え

るでしょう。

売買契約の当事者間に十分な信頼関係が確立されていない場合には、売主は「先に代金を支払

ってくれなければ、船積したくない」と考え、買主は「商品を受取る前に代金を払うことはした

くない」と思うものです。しかし、相手方との距離がそれほどでもない上に、信用状態の確認も

比較的容易な国内取引ならいざしらず、国際取引において、両当事者間の「希望」を満足させる

方法はありません。そこで考案されたシステムの１つが信用状取引です。

次に進む前に次ページの図を見て下さい。これは信用状取引の当事者関係をあらわしたもので

す。

経営のアドバイス

国際取引成功のヒント（１）
－輸入取引のリスクをどのようにミニマイズするか－

小樽商科大学ビジネススクール
教授 中村 秀雄
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買主が売買契約（①）の条件に従って信用状開設銀行に、契約で決められた金額の信用状の開

設を依頼します（②）。末尾の資料「取消不能信用状開設依頼書」が、実際に使われる書式です

（以下「開設依頼書」といいます。その他に銀行取引にかかる基本約定書などが必要です）。信用

状の基本的性格は「開設銀行の売主に対する直接の支払い確約である」ということです（③）。

だからこそ遠い海外にいる売主も、信用して売買契約に応じてくれるのです。この確約は実際に

は売主の国にある銀行を経由して、売主に通知されます（③Ａ）。

売主は商品船積後、信用状に記載された必要書類（これを通称「ネゴ書類（ネゴ・ドキュメン

ト）」１とよんでいます）を買取銀行（通知銀行と同じことが多いようですが、異なってもかまい

ません）に呈示すれば（④）信用状にもとづいて契約代金が支払われます（⑤）２。

信用状取引の最も特徴的な点は、開設銀行は当事者間の売買契約関係とは全く関係なく３、売

主が所定の書類を呈示しさえすれば、その書類が信用状の記載と厳格に一致していることを条件

に４、所定の金額が支払われることにあります。

本件買主の要望は、このネゴ書類の１つに日本で発行された合格証明書を加えよう、というも

のですから、もし本件売主がこの条件を了承すれば、買主にとってはかなり安全な取引になると

いうことができるでしょう。

２．実現可能性

文末に示した「開設依頼書」の、支払いに当って売主が買取銀行に呈示すべきネゴ書類の記載

欄（「要求書類」と書かれた欄）を見て下さい。ここには、Signed Commercial Invoice（サインさ

れた「商業送状」。記載事項の１番目）、Clean On Board Ocean Bill of Lading（「無故障船積船荷

証券」。船荷証券は“B/L”と略称されます。記載事項の３番目）、Insurance Policy（「保険証券」。

記載事項の２番目）はありますが、「輸入国」で発行された検査合格証明書らしい記載はありま

１「ネゴ」とは「ネゴシエーション」の略で銀行による書類の「買取」を意味します。
２ 買取銀行から売主に契約代金が支払われる部分の法律的分析は、信用供与に関する取決めや、担保、為替手形の存在
などもあり、理論的には複雑なのですが、ここでは買取銀行は開設銀行からの支払いをバックに、売主に契約代金を支
払うと考えておいて下さい。
３「独立抽象の原則」などといわれます。
４「厳格一致の原則」などといわれます。
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せん。もし書くとしたらOther Documents（その他の書類）の欄に書かれることになるでしょう。

「B/L」と「商業送状」はふつうの貿易取引では、常に出てくるものと言っても過言ではあり

ません。「保険証券」も要求されることが少なくないと言ってよいでしょう（しかし常に出てく

るわけではありません）。B/Lは商品を運送のために船会社に渡したときに、船会社が発行する

もので、「これと引換えでなければ荷物は引取れない」という効果をもっていますので、商人に

はいわば貨物そのもののように考えられています。商業送状は売主が作成するもので、商品の明

細を示し通関などにも必要です。保険証券は売買契約上、売主が運送保険を付保する義務を負っ

ている場合には５、売主が保険会社から取得するものです。

さてこれらの書類に「共通な要素」は何かを考えてみましょう。それは船積みをしさえすれ

ば、売主は「全ての書類を輸出国側で、自分の力で揃えられる」ということです。ネゴ書類には

その他に、原産地証明書（Certificate of Origin）や、輸出時の検査証明書などを追加することも

ありますが、これも輸出国にいる売主が自ら手配することが可能なものです。

ところが本件では、輸入国である日本で発行される検査合格証明書が要求されています。これ

を売主が用意するためには、売主は輸出国にいながら、日本での検査を手配しなければなりませ

ん。そしてその結果を送付してもらってからでないと、売主は輸出代金を手に入れることができ

ません。また商品を日本で検査するためには、誰かが荷物を引取らなければなりませんが、船会

社から商品を引取るにあたって必要なB/L（船荷証券）は、ネゴ書類の１つとしてまだ売主の手

元（！）にあるのです。

加えて細かいことではありますが、仮に検査ができたとしても、それが終って合格証明書が売

主に送られ、B/Lを含むネゴ書類が買取銀行に呈示され、日本の信用状開設銀行に到着し、買主

に引渡され、そのB/Lと引換えに買主が船会社から商品を引取るまで、商品はどこに置いておく

のでしょう。その倉庫料は誰が払うのでしょうか。普通は海外から商品が着いたら、すぐにそれ

をおろした上で通関して引取り、無駄な費用や時間をかけないで、直ちに自分の倉庫に搬入する

ものです。

またここでは売主が検査の手配をするということを想定しましたが（あまり現実的ではありま

せん。自らが輸出者となったときに、遠い外国での検査の手配を、北海道で行うことを想像して

下さい）、逆にもっとそれをやるのによいポジションにいる、買主が行うと仮定しましょう。つ

まり買主が自ら任命した検査業者（もちろん売主にも受入れ可能な中立の専門家ではあります）

に検査してもらって、合格証明書が発行されたらそれを売主に送り、信用状で決済を受けてもら

うという案です。何だか筋が通っているようですが、この方法にも、いまだB/Lが送られてきて

いないのですから、船会社から商品の引渡しを受けることができないという欠点があります。仮

に何とか検査ができても、保管の問題もでてきます。逆にもし商品の引取りが可能なら、皮肉な

ことに売主は信用状決済を要求した最大のメリット－支払と引き替えでなければ、B/Lを渡さな

くてもよい－を失ってしまいます。

５ 従って保険料は商品代に上乗せされます。
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相手方の売主がこの案に合意しそうもない、という現実的な点もさることながら、色々なとこ

ろで思わぬ問題が起こりがちな国際取引に、こんな複雑な仕組みを持ち込むことはとても推奨で

きません。国際取引では出来るだけ簡単で、問題の起こりようのないスキームを組むことが大切

です。

３．解決策

商品を見て１００％満足してからでなければ全く支払いをしたくない、という買主の要望を満た

す条件は実質的には「後払い」しかないでしょう。しかしそれは相手方が信用状による支払いを

要求していることと両立しません。そこで両者共に多少は譲歩することを考えなければならない

でしょう。

まず売主に多少の条件変更を提案するとしたら次のようなものが考えられます。

信用状で７０％位は支払う。このときはごく一般的なネゴ書類での決済を認める。３０％は

商品到着後、検査合格を条件に電信送金で支払う。この３０％部分を、検査合格証明書をネ

ゴ書類とする、信用状払いにすることも出来なくはありません。

こうすれば売主は少なくとも利益部分を除いたぐらいの商品代金は、船積と同時に手に入れる

ことができます。しかし利益は欲しいので、一層注意深く船積をすることとするでしょう。

一方買主側で少し譲歩するとしたら、次のようなことも可能です。

１００％信用状決済とするが、ネゴ書類の１つに、船積（輸出）地での検査合格証明書を

要求する。そしてこの証明書は買主が指定した検査人（「サーベイヤー」といいます）の

作成したものに限るとする。

これなら少なくとも、「積地」（輸出地）における契約条件との合致は保証されます。一般的な

貿易取引条件であるFOB、C&F（CIFから保険を除いたもの。正式にはCFRといいますが、昔か

らの習慣でC&Fという表現もあいかわらず使われています）、およびCIFの場合、物品の滅失や

損傷の危険は買主が負担する（航海中に商品が損傷を被ったり、極端な場合は滅失してしまった

結果としての損失を、買主が負担することをいいます）ことになっているので６、積んだ時の状

態さえ確認できていれば、概ね目的を達成したことになります。

４．まとめ

距離が離れ、時間のかかる貿易取引、しかも相手の顔を見たことのない取引では、国内取引の

ような信用や商慣習に依存した取引はできません。だからといって１００％安全な取引条件に固執

すれば、取引そのものの成立も危うくなります。自分にとって何が一番大事なことかを見定め、

そのリスクをカバーする方法を考えた上で、妥協点を探ることが肝要です。

６ 詳しくは「インコタームズ ２０００年版」をご覧下さい。
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